
 

様 式 第 十 七 号 （ 第 十 条 の 二 十 三 関 係 ）  

                廃止  
特別管理産業廃棄物処理業     届出書  

          変更   
令 和   年   月   日  

 佐 賀 県 知 事                           様  
 
                    届 出 者   〒                                         
                     住   所                                        
                     氏   名                           
                    （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 ）           
                     電 話 番 号     
 
     年   月   日 付 け 第      号 で 許 可 を 受 け た 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 処 理 業 に 係 る 以 下  
       廃 止  
の 事 項 に つ い て   し た の で 、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 １ ４ 条 の ５ 第 ３ 項 に お い て 準  
       変 更  
用 す る 同 法 第 ７ 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 関 係 書 類 等 を 添 え て 届 け 出 ま す 。  

 新  旧  

廃 止 し た 事 業 又 は 変 更

し た 事 項 の 内 容 （ 規 則

第 １ ０ 条 の ２ ３ 第 １ 項

第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 を

除 く 。 ）  

  

変 更 し た 事 項 の 内 容 （ 規 則 第 １ ０ 条 の ２ ３ 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 ）  

 （ 変 更 内 容 が 法 人 に 係 る も の で あ る 場 合 ） ※ 法 定 代 理 人 、 株 主 及 び 出 資 を し て い る 者 の 変 更  

 
(ふ り が な )  

名     称  住       所  

 （            

）  

 

 （ 変 更 内 容 が 個 人 に 係 る も の で あ る 場 合 ） ※ 法 定 代 理 人 、 役 員 （ 法 定 代 理 人 が 法 人 で あ る 場 合 の

当 該 法 人 の 役 員 を 含 む ） 、 株 主 、 出 資 を し て い る 者 及 び 使 用 人 の 変 更  

 (ふ り が な )  

氏     名  

 生 年 月 日  本       籍  

役 職 名 ・ 呼 称  住       所  

（    

）  

年  月  日   

  

（    

）  

年  月  日   

  

廃 止 又 は 変 更  
の 理 由  

 

備 考  
（ １ ）  こ の 届 出 書 は 、 廃 止 又 は 変 更 の 日 か ら １ ０ 日 以 内 に 提 出 す る こ と 。  

（ 登 記 事 項 証 明 書 の 添 付 を 必 要 と す る 届 出 の 場 合 は 、 ３ ０ 日 以 内 と す る 。 ）  
（ ２ ）  各 欄 に そ の 記 載 事 項 の す べ て を 記 載 す る こ と が で き な い と き は 、  

同 欄 に 「 別 添 の と お り 」 と 記 載 し 、 こ の 様 式 の 例 に よ り 作 成 し た 書 面 を 添 付 す る こ と 。  

（ 日 本 産 業 規 格  A列 ４ 番 ）  
事 務 に 関 し お 預 か り し た 個 人 情 報 は 、そ の 目 的 を 達 成 す る た め に の み 使 い 、ご 本 人 の 承 諾 な し に 第

三 者 に 提 供 す る こ と は あ り ま せ ん 。県 の ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 名 簿（ 許 可 証 の 内
容 及 び 連 絡 用 電 話 番 号 ） を 公 開 し て お り ま す が 、 公 開 に 同 意 さ れ な い 場 合 は お 申 し 出 く だ さ い 。  


